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日 時 令和４年９月 30日（金） 

午後１時 30分から 

場 所 勤労者会館２階大会議室 

 

１ 開  会 

 

 

２ 会長あいさつ 

 

 

３ 市長あいさつ 

 

 

４ 審議事項 

 (1) 東御市下水道事業経営戦略の改定について【諮問】 

   …資料１-１・資料１－２・資料１－３ 

 

 

５ 報告事項 

 (1) 水道事業について                …資料２ 

 (2) 下水道事業について               …資料３ 

 (3) 上下水道事業決算について            …資料４ 

 (4) 上下水道料金等取扱業務委託の次期委託について  …資料５ 

 

 

６ その他 

 (1) 次回開催 令和５年３月３日（金） 午後１時 30分 

 

 

７ 閉  会 
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４上下第 71号 

令和４年９月 30日 

 

 

東御市上下水道事業運営審議会 

会 長 田 口 恒 敏  様 

 

 

東御市長 花 岡 利 夫 

 

 

 

東御市下水道事業経営戦略（令和４年度改定版）の策定について（諮問） 

 

東御市上下水道事業運営審議会条例第２条の規定に基づき、次のとおり諮問

します。 

 

「令和 14年度を目標年度とする「東御市下水道事業経営戦略（令和４年度改

定版）」を策定するにあたり、貴審議会の意見を求めます。」 

 

 

（諮問理由） 

 市では、市民生活に欠かすことのできないインフラの一つである下水道を、持

続可能で安定的に提供するため、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を

目的に、平成 29年３月に「東御市下水道事業経営戦略」を策定し、計画的に事

業運営を行ってきました。 

 計画策定から６年が経過すること、また国より令和７年度までに経営戦略の

見直しが求められていることから、経営戦略の中で策定した「投資・財政計画」

などを検証・分析したうえで、今後も持続可能で安定した下水道事業を運営する

ため、令和５年度を初年度とする「東御市下水道事業経営戦略（令和４年度改定

版）」を策定するにあたり、貴審議会の意見を求めるものです。 



　　　　　東御市下水道事業経営戦略（令和４年度改定版） 概要①

１．経営戦略改定の背景及び基本的な考え方

・経営戦略は、平成29年３月に策定し、策定から６年が経過する。
・国より令和７年度までに戦略の見直しが求められている。
・関連計画と整合を図り、中長期的な事業運営の方針を示す
　経営の基本計画として位置づける。
・計画期間は、令和５年度（2023年）～令和14年度（2032年）とする。

２．下水道事業の概要

・東御市の下水道事業は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、
コミュニティプラント・大型合併浄化槽事業の４つの事業がある。

・コミュニティプラント・大型合併浄化槽事業は不足する費用分を一般会計から全額繰入しているため、
本戦略の対象外とする。

【統廃合事業】

農業集落排水処理施設⇒公共下水道
H31：別府地区処理場
R２：滋野地区処理場
R３：金井・和南部処理場
R４：田沢地区処理場

３．今までの検証と現状分析

【経営戦略の検証・分析】
・収益的収支：当年度純利益は計画値より実績値が上回る。

・資本的収支：「資本的収入額が資本的支出額に不足する
額」が計画値より抑制できた。
⇒下水道事業全体として、健全な運営ができた。

【経営比較分析表の検証】
・経常収支比率                      ：高い　⇒○
・経費回収率　                       ：高い　⇒○　　比較的健全度の高い経営が図られている。
・汚水処理原価                      ：低い　⇒○　　※一般会計からの繰入金が影響している。
・企業債残高対事業規模比率  ：低い　⇒○
・流動比率　　　　　　　　　　　　  ：高い　⇒○　　短期的な支払い能力が高い。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※公共は 100％未満のため継続的に現金増の必要有。　
・施設利用率　　　　　　　　　　　 ：高い　⇒○　　処理施設の有効活用が図られている。
・水洗化率　　　　　　　　　　　　  ：高い　⇒○　　水洗化が図られている。
・有形固定資産減価償却率　　 ：高い　⇒△　　老朽化が早いため計画的に更新を行う必要有。
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事業区分 施設名 供用開始年度
処理能力
（㎥／日）

管路延長
（㎞）

公共下水道 東部浄化センター 平成２年度 10,440 218.4

特定環境保全
公共下水道

川久保浄化センター 平成10年度 770 27.0

新屋地区処理場 平成２年度 248 6.0

東上田地区処理場 平成３年度 432 12.8

八重原地区処理場 平成９年度 380 16.2

下八重原地区処理場 平成12年度 307 15.8

羽毛山地区処理場 平成13年度 212 3.7

農業集落排水

【「投資・財政計画」の計画値と実績値の乖離】
（単位：千円）

項（目）
計画値

（H29～R3合計）

実績値
（H29～R3合計）

乖離
年平均
乖離

営業収益 2,066,807 2,171,377 104,570 20,914

営業外収益 4,523,282 4,496,367 ▲ 26,915 ▲ 5,383

営業費用 5,096,387 5,087,194 ▲ 9,193 ▲ 1,839

営業外費用 954,485 891,315 ▲ 63,170 ▲ 12,634

539,217 686,012 146,795 29,359

企業債 643,700 833,900 190,200 38,040

国庫補助金 723,900 696,050 ▲ 27,850 ▲ 5,570

他会計出資金 2,563,068 2,195,604 ▲ 367,464 ▲ 73,493

負担金・分担金 0 259,208 259,208 51,842

建設改良費 1,858,970 1,835,625 ▲ 23,345 ▲ 4,669

企業債償還金 4,391,300 4,431,118 39,818 7,964

2,296,352 2,143,554 ▲ 152,798 ▲ 30,560

※公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業の合算の数値

資本的収支不足額

資本的支出

資本的収入

資本的
収支

予算

収益的収入

収益的支出

収益的
収支

当年度純利益

【経営比較分析表：類似団体比較】

東御市
（R2)

類似団体
平均（R2)

H29～R2
対平均
の傾向

東御市
（R2)

類似団体
平均（R2)

H29～R2
対平均
の傾向

東御市
（R2)

類似団体
平均（R2)

H29～R2
対平均
の傾向

経常収支比率（％） 115.03 105.41 高 103.79 105.78 高 110.31 103.09 高

経費回収率（％） 99.74 85.40 高 100.00 73.36 高 100.00 68.11 高

汚水処理原価（円） 166.97 188.57 低 156.89 224.88 低 166.37 222.41 低

企業債残高対
事業規模比率（％）

633.71 812.92 低 854.44 1,258.43 低 438.07 783.80 低

流動比率（％） 88.09 58.23 高 119.58 44.24 高 123.09 37.24 高

施設利用率（％） 71.05 55.84 高 46.75 42.40 高 54.78 55.26 高→低

水洗化率（％） 94.65 92.34 高 86.13 84.19 高 92.84 90.52 高

有形固定資産
減価償却率（％）

30.37 25.37 高 31.16 21.36 高 32.88 24.80 高

出典：総務省　経営比較分析表

公共下水道事業 特定環境保全公共下水道事業 農業集落排水事業

経営指標
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５．経営の基本方針

・経営面と投資面の両輪を一体で管理運営することで、持続可能な下水道事業を運営する。
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基本方針 経営指標
基準値

（令和３年度）
目標値

（令和１４年度）

水洗化率 94.43％ 99.07％

経常収支比率 111.24％ 112.36％

経費回収率 99.80％ 100.00％

施設利用率 74.92％ 80％以上

有形固定資産
減価償却率

33.06％ 70％以下

基
本
方
針

（
１

）

基

本

方
針

（
２

）

経営目標値

４．将来の事業環境

【処理区域内人口と水洗化率の予測】
・処理区域内人口：令和14年度には約7.6％減の見込み。
・水洗化率：緩やかに上昇の見込み。

【年間有収水量と下水道使用料の見通し】
・年間有収水量：年々減少の見込み。
・下水道使用料：年々減少の見込み。（R3⇒R14 △1,400万円）

【施設等投資の見通し】
・計画期間中（R5～R14）の10年間で約35億円の投資見通し。
・計画期間後も25～30億円/10年規模での投資見通し。

　　　　　東御市下水道事業経営戦略（令和４年度改定版） 概要②資料１－２



６．投資・財政計画

【収益的収支について】
・毎年黒字となる見込み。（収益＞費用）
・当年度純利益は、毎年１億円以上をキープする見込み。
　（R14：143,981千円）

【資本的収支について】
・企業債償還金の減少に伴い、支出は減少する見込み。
・資本的収支不足額は、損益勘定留保資金等により補てんできる見込み。
・損益勘定留保資金残高は、充分確保できる見込み。

【企業債償還金と残高について】
・企業債償還金は、年々減少する見込み。
　（R3：891,239千円⇒R14 ：134,905千円）
・「償還額＞借入額」を行うことで、企業債残高は年々減少する見込み。
　（R3:5,704,870千円⇒R14：1,222,713千円）
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７．今後の予定の取組概要

【広域化・共同化・最適化に関する事項】
・今後も引き続き、市内の下水道処理施設の
統廃合を進めることで、効率的な運営と維持管
理費の削減を図る。
（17施設⇒５施設）

【民間活力の活用に関する事項】
・平成22年12月から包括的民間委託を開始。
令和６年度の更新期に併せて排水設備、緊急
対応など民間委託の拡充を検討中。

【使用料の見直しに関する事項】
・計画期間中は、投資・財政計画に基づき、事
業運営の健全化が見込めることから、下水道
使用料の改定は行わない方針とする。
・ただし、社会情勢等の急激な変化により計画
の見直しが必要になった場合には、再度検討
を行う。

（令和５年３月末現在）

区域 番号 地区名 切替（予定）年月 現状 将来計画

1 東 部 －

3 金 井 令和３年４月

4 田 沢 令和４年９月

5 新 屋 令和５年４月

6 東 上 田 令和６年４月

7 別 府 平成31年４月

8 滋 野 令和２年４月

9 和 南 部 令和３年４月

13 寺 坂 令和７年４月 コミュニティプラント

2 北 御 牧 － 特定環境保全公共下水道

16 常 満 令和９年４月

17 玉 の 井 令和11年４月

10 八 重 原 －

11 下 八 重 原 －

12 羽 毛 山 －

14 山 崎 令和10年４月

15 白 樺 池 令和11年４月

農業集落排水

農業集落排水

コミュニティプラント

※玉の井地区については、鹿曲川（宮玉の井橋）を横断するための接続工事費用が膨大となる見込みのた
め、施設はそのままとし、東御市下水道全体計画の変更と変更事業認可により、特定環境保全公共下水道
に編入することのみで検討をする。

東
部
区
域

公共下水道

北
御
牧
区
域

公共下水道

農業集落排水

公共下水道

特定環境保全公共下水道
大型合併処理浄化槽

・PDCAサイクルにより、経営
目標の達成度や事業の進捗
状況を定期的に評価・検証す
る。

・毎年の評価結果を上下水道
事業運営審議会に諮ってご意
見を賜り、HPで公表する。

・令和９年度に改定予定（その
後も5年毎の改定予定）。

・経済、社会情勢の急激な変
化により著しく現状とかけ離れ
る場合には随時見直す。

８．事後検証、更新等

　　　　　東御市下水道事業経営戦略（令和４年度改定版） 概要③資料１－２
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Ⅰ 下水道事業を取り巻く概況 

１ 東御市の概況 

 東御市は長野県の東部に位置し、県都長野市までは約 45 ㎞の距離にあり、首都東京

より約 150㎞の圏域にあります。北は群馬県嬬恋村に、西は上田市に、南は立科町、佐

久市に、東は小諸市に接し、市域は東西 14.7㎞、南北 16.5㎞、総面積 112.37㎢です。 

 北には上信越高原国立公園の浅間連峰の三方ケ峰、湯の丸山、烏帽子岳の連山、南に

は八ヶ岳中信高原国定公園に位置する蓼科山を眼前に見ることができます。市のほぼ中

央部を上信越自動車道と千曲川の清流が東西に通過しています。上信越自動車道東部湯

の丸インターチェンジがほぼ中央にあり、国道 18 号と主要地方道小諸上田線（浅間サ

ンライン）が東西の幹線道路となっています。 

 気候は、四季を通じて日照時間が長く、降水量が少ない準高原的な内陸性気候です。

季節感のある豊かな自然や山並の眺望に優れた暮らしやすい地域で、年間降水量が 900

㎜前後と全国でもまれな寡雨地帯となっています。 
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２ 人口の推移と見通し 

 令和３年度末時点の行政人口は 29,605人で、平成 17年（2005年）の 31,271人をピ

ークに減少に転じ、以後減少傾向が続いています。平成 30 年度の国立社会保障人口問

題研究所（社人研）による推計では令和 27年（2045年）には 23,781人まで減少すると

推計されています。人口減少社会において、市でも人口減少に抑制をかけるため、様々

な施策を講じることで、目指すべき将来人口を令和 42 年（2060 年）に 28,000 人を維

持することとしています。 

 

 

※平成 30年（2018 年）推計 

出典：東御市人口ビジョン（第２版） 

３ 所管事業 

当市の上下水道事業は、水道事業、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、

農業集落排水事業、コミュニティプラント・大型合併浄化槽事業で構成されています。 

22,432 

23,781 
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独自推計による東御市の人口推移と長期的な見通し
社人研推計（H27策定時） 社人研推計（最新※） 人口水準の目標（独自推計）
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４ 組織体制 

 現在の体制は、都市整備部長、上下水道課長（企業出納員）、水道係、下水道係、業

務係で構成されています。 

 平成 16 年に旧東部町と旧北御牧村が合併し、1 課４係 19 名で組織していましたが、

経営の健全化、人員の適正化、包括的民間委託などにより、令和３年度末では、１課３

係、課長以下 10名で組織しています。 

 また、「東部浄化センター維持管理業務委託」と「上下水道料金等取扱業務委託」を

民間業者へ委託しています。 
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Ⅱ 基本的な考え方 

１ 策定の趣旨 

 下水道事業については、人口減少等に伴う収入の減少傾向が続く一方、施設の老朽化

に伴う更新需要の増大など、今後の経営状況は厳しさを増すものと考えられます。 

このような状況の中、市民の生活に欠かせないインフラである下水道を持続可能で安

定的に提供するため、更に経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図ることが求め

られており、本市では平成 29 年３月に経営戦略を策定し、計画的に経営を行ってきま

した。そのような中において、「新経済・財政再生計画改革工程表 2021」（令和３年 12

月 23 日経済財政諮問会議決定）では、令和７年度までに経営戦略の見直しが求められ

ています。 

そこで、本経営戦略策定から６年が経過することから、経営戦略の中で策定した「投

資・財政計画」などを検証・分析したうえで、今後も持続可能で安定した下水道事業を

運営するため、「東御市下水道事業経営戦略（令和４年度改定版）」を策定します。 

 

２ 計画期間 

 経営戦略（令和４年度改定版）の計画期間は、令和５年度（2023年）から令和 14年

度（2032年）までとします。 

 

３ 経営戦略の位置づけ 

 本戦略は、長野県が策定する「水循環・資源循環のみち 2022」構想、市が策定する

「新たな下水処理計画」、「東御市下水道ストックマネジメント計画」など関連計画と整

合を図りつつ、東御市総合計画のもと、中長期的な事業運営の方針を示す経営の基本計

画として位置づけ、下水道関連施策の方針を定めるものです。 

 

 

東御市下水道事業
経営戦略（改定版）

長野県「水循環・資源循環のみち2022」構想

新たな下水処理計画

東御市下水道ストックマネジメント計画

東御市総合計画

東御市行政改革推進計画

整
合

投資的視点施策的視点

経営的視点

整
合

東御市公共下水道全体計画
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４ 戦略とＳＤＧｓの達成に向けた位置づけ 

 本戦略は東御市総合計画のもと、経営の基本計画とその施策方針を定めることから、

ＳＤＧｓの目標達成に資するものとして位置付けます。 

出典：一般財団法人建築・省エネルギー機構「私たちのまちにとってのＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）－導入のためのガイドライン－」 

 

 

 

  

ＳＤＧｓの目標 

水・衛生

 

【目標６】全ての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する。 
 

 安全で清潔な水へのアクセスは住民の日常生活を支える基盤です。水道事業は自治体の行政サービス

として提供されることが多く、水源地の環境保全を通して水質を良好に保つことも自治体の大事な責務

です。 

インフラ、産業化、

イノベーション 
【目標９】強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の

促進、及びイノベーションの推進を図る。 

 

 自治体は地域のインフラ整備に対して極めて大きな役割を有しています。地域経済の活性化戦略の中

に、地元企業の支援などを盛り込むことで新たな産業やイノベーションを創出することにも貢献するこ

とができます。 

持続可能な都市 【目標 11】包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居

住を実現する。 
 

 包摂的で、安全、レジリエントで持続可能なまちづくりを進めることは首長や自治体行政職員にとっ

て究極的な目標であり、存在理由そのものです。都市化が進む世界の中で自治体行政の果たし得る役割

は益々大きくなっています。 

海洋資源 

 

【目標 14】持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利

用する。 
 

 海洋汚染の原因の８割は陸上の活動に起因しているといわれています。まちの中で発生した汚染が河

川等を通して海洋に流れ出ることがないように、臨海都市だけでなくすべての自治体で汚染対策を講じ

ることが重要です。 



7 

 

Ⅲ 下水道事業 

１ 事業概要 

（１）施設 

 東御市の下水道事業は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排

水事業、コミュニティプラント・大型合併浄化槽事業の４つの事業があります。 

 各事業の施設状況は次のとおりです。 

なお、コミュニティプラント・大型合併浄化槽事業は本戦略では対象としていません。 

 

（各事業の概要） 

 
公共下水道事業 

特定環境保全 

公共下水道事業 
農業集落排水事業 

供用開始年度 

（供用開始後年数） 

平成２年度 

（供用開始後 33年） 

平成 10年度 

（供用開始後 24年） 

新屋地区 

平成２年度（供用開始後 33年） 

東上田地区  

平成３年度（供用開始後 32年） 

八重原地区  

平成９年度（供用開始後 25年） 

下八重原地区 

平成 12年度（供用開始後 22年） 

羽毛山地区  

平成 13年度（供用開始後 21年） 

法適（全部適用・一部

適用）非適の区分 
法適（全部適用） 

処理区域内人口密度 21.7人／ha 23.9人／ha 24.3人／ha 

流域下水道等への 

接続の有無 
無 

処理区数 １処理区 １処理区 ５処理区 

処理場数 １処理場 １処理場 ５処理場 

広域化・共同化・最適

化実施状況 

農業集落排水事業の

別府・滋野・金井・

和南部・田沢地区を

公共下水道事業に統

合済み。 

汚泥は、川西保健衛生施設組合衛生センターで処

理しています。（共同化） 

令和４年４月１日現在 
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（主な下水道施設等） 

事業区分 施設名 
処理能力 

（㎥／日） 
管路延長（㎞） 

公共下水道 東部浄化センター 10,440 218.4 

特定環境保全 

公共下水道 
川久保浄化センター 770 27.0 

農業集落排水 

新屋地区処理場 248 6.0 

東上田地区処理場 432 12.8 

八重原地区処理場 380 16.2 

下八重原地区処理場 307 15.8 

羽毛山地区処理場 212 3.7 

令和４年４月１日現在 
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（施設エリアマップ） 
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（２）使用料 

 本市の下水道使用料は、使用者の用途により、「一般用」と「公衆浴場」の２種類が

あり、それぞれの使用料体系は、下表のとおりです。「一般用」は基本料金と超過料金

の合計としており、超過料金については、従量制を採用しています。 

 下水道使用料は、平成 18 年度に事業ごと異なっていた使用料体系を統一しました。

その後は消費税率引き上げにより２度の改定を行っています。 

 

 （使用料表（消費税込・１月につき）） 

用途＼料金 基本料金 超過料金 

汚水の量 金額 汚水の量 金額（１m３につき） 

一般用 （５m３まで） （825円） （５m３を超え 10m３まで） （170.50円） 

10m３まで 1,650円 10m３を超え 30m３まで 170.50円 

30m３を超え 50m３まで 181.50円 

50m３を超え 100m３まで 192.50円 

100m３を超える分 209円 

公衆浴場 １m３につき 38.50円 

 

（３）民間活力の活用等 

 東部浄化センターの維持管理については、平成３年度から外部委託により、管理運営

を行っています。 

 また、平成 22年 12月からは、包括的民間委託として、上下水道料金等取扱業務委託

を開始し、窓口業務、収納業務、滞納整理業務などを委託しています。包括的民間委託

の導入から 10 年以上が経過する中で、専門的な知識、業務のノウハウが構築され、使

用料の収納率は増加傾向にあり、未収金も着実に減少しています。 

 

 

２ 今までの検証と現状分析 

（１）経営戦略の検証・分析 

 平成 29 年３月に策定した経営戦略における「投資・財政計画」の計画値と実績値の

乖離（計画値と実績値は平成 29年度から令和３年度の合計額）は下表のとおりです。 

収益的収支については、営業外収益は計画値を下回ったものの、営業収益は５年間総

額で 104,570 千円（年平均 20,914 千円）計画値を上回りました。また営業費用、営業

外費用ともに計画値より抑制することが出来たことから、当年度純利益は５年間総額

146,795千円（年平均 29,359千円）上回りました。 

資本的収支については、「資本的収入額が資本的支出額に不足する額」が計画値を下

回り、不足額を抑制することが出来ました。この要因としては、財政部局との協議によ

り、令和２年度より資本費平準化債の借入を開始し、企業債を計画値以上に借り入れた
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こと、負担金・分担金が計画値以上に収入として確保できたこと、建設改良費が計画値

よりも抑制できたことなどが作用したと考えられます。これらにより、補てん財源残高

も計画どおり確保できています。 

以上のことから、下水道事業全体としては、健全な運営を行うことができたと考えら

れます。 

 

 

（２）経営比較分析表を活用した現状分析 

全てのセグメントにおいて、経常収支比率、経費回収率が高く、汚水処理原価、企業

債残高対事業規模比率が低い傾向にあります。 

類似団体と比較して、経費回収率が高く、汚水処理原価が低くなっているのは、一般

会計からの繰入金を資本費の一部に充てていることが作用していると考えられます。 

流動比率は、公共下水道事業は、類似団体の平均値以上ですが、100％未満の低水準

のため、短期的支払能力が低く、使用料収入以外の財源等への依存傾向が窺えます。特

定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業は、100％以上ですが、単年度収益が少

ないため、継続的に財源をストックしていくことに努める必要があります。 

施設利用率は、農業集落排水事業を除いて類似団体の平均値以上ですが、特定環境保

全公共下水道事業は 50％を下回っているため、低水準にあります。農業集落排水事業

は、統廃合事業の推進している最中であるため、毎年大きく変動しています。 

 水洗化率は、全てのセグメントにおいて、類似団体の平均値以上の水準にあります。 

 有形固定資産減価償却率は、全てのセグメントにおいて類似団体の平均値以上となっ

 

【「投資・財政計画」の計画値と実績値の乖離】
（単位：千円）

項（目）
計画値

（H29～R3合計）

実績値
（H29～R3合計）

乖離
年平均
乖離

営業収益 2,066,807 2,171,377 104,570 20,914

営業外収益 4,523,282 4,496,367 ▲ 26,915 ▲ 5,383

営業費用 5,096,387 5,087,194 ▲ 9,193 ▲ 1,839

営業外費用 954,485 891,315 ▲ 63,170 ▲ 12,634

539,217 686,012 146,795 29,359

企業債 643,700 833,900 190,200 38,040

国庫補助金 723,900 696,050 ▲ 27,850 ▲ 5,570

他会計出資金 2,563,068 2,195,604 ▲ 367,464 ▲ 73,493

負担金・分担金 0 259,208 259,208 51,842

建設改良費 1,858,970 1,835,625 ▲ 23,345 ▲ 4,669

企業債償還金 4,391,300 4,431,118 39,818 7,964

2,296,352 2,143,554 ▲ 152,798 ▲ 30,560

※公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業の合算の数値

資本的収支不足額

資本的支出

資本的収入

資本的
収支

予算

収益的収入

収益的支出

収益的
収支

当年度純利益
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ており、年々増加傾向にあります。これは、法定耐用年数に近い資産が増加しているこ

とを示しており、今後もストックマネジメント計画等に基づきながら、計画的に投資を

行っていく必要があります。 

  

 

【経営比較分析表：類似団体比較】

東御市
（R2)

類似団体
平均（R2)

H29～R2
対平均
の傾向

東御市
（R2)

類似団体
平均（R2)

H29～R2
対平均
の傾向

東御市
（R2)

類似団体
平均（R2)

H29～R2
対平均
の傾向

経常収支比率（％） 115.03 105.41 高 103.79 105.78 高 110.31 103.09 高

経費回収率（％） 99.74 85.40 高 100.00 73.36 高 100.00 68.11 高

汚水処理原価（円） 166.97 188.57 低 156.89 224.88 低 166.37 222.41 低

企業債残高対
事業規模比率（％）

633.71 812.92 低 854.44 1,258.43 低 438.07 783.80 低

流動比率（％） 88.09 58.23 高 119.58 44.24 高 123.09 37.24 高

施設利用率（％） 71.05 55.84 高 46.75 42.40 高 54.78 55.26 高→低

水洗化率（％） 94.65 92.34 高 86.13 84.19 高 92.84 90.52 高

有形固定資産
減価償却率（％）

30.37 25.37 高 31.16 21.36 高 32.88 24.80 高

出典：総務省　経営比較分析表

公共下水道事業 特定環境保全公共下水道事業 農業集落排水事業

経営指標
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３ 将来の事業環境 

（１）処理区域内人口及び水洗化率の予測 

 過去の人口増減を基に推計したところ、人口減少に併せて、処理区域内人口も徐々に

減少し、令和３年度 26,759 人であった処理区域内人口は、令和 14 年度には 24,729 人

まで減少（令和３年度比約 7.6％減）する見込みです。 

 水洗化率は、緩やかに上昇することが見込まれます。ただし、この上昇は分母となる

処理区域内人口の減少も作用しているものと考えています。 

 

セグメント別に処理区域内人口を見ると、平成 31 年度より農業集落排水施設など全

８施設を廃止し、計画的に公共下水道処理施設へ統合を進めているため、公共下水道事

業の人口が増加し、農業集落排水事業の人口が減少します。 
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（２）有収水量及び下水道使用料の見通し 

 有収水量及び下水道使用料について、それぞれ過去の有収水量及び水洗化人口の増

減を基に推計を行ったところ、有収水量の減少とリンクするように、下水道使用料も

減少することが見込まれます。令和 14年度には令和３年度と比較し、約 1,400万円の

減となる見込みです。 

 

 
 

（３）施設等投資の見通し 

本戦略の計画期間における施設等投資は 10年間で約 35億円を予定しています。そ

の先も 10年間で約 25～30億円程度の投資を予定しています。  
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４ 経営の基本方針 

【基本方針体系図】 

 

（１）基本理念 

 今や私たちの生活において、下水道整備はなくてはならない生活インフラの一つとな

っています。しかしながら、東御市においても平成 17 年をピークに人口減少時代に突

入し、それに伴い処理区域内人口は減少傾向にあり、下水道使用料による営業収益を安

定的に確保することが難しい状況となっています。そこで、経営面と投資面の両輪を一

体的に管理・運営することで、安全・安心で持続可能な下水道事業を運営することに努

めます。 

 

 

  

「安全・安心で持続可能な下水道事業を運営することで、

快適な住環境の確保と水環境の保全を目指します」 
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（２）基本方針・経営目標値 

  持続可能で安定した下水道事業を運営するため、経営面と投資面の視点から基本方針

を設定します。また各基本方針に定める施策の推進と併せて経営目標値を設定すること

で、事業の進捗状況の確認や施策の評価を行い、取り組み方法の改善につなげます。 

 

 

 

「下水道事業経営の強化」 

 安定した収入を確保するため、水洗化人口の向上を目指すとともに、経営状況を常に

把握し、安定した事業運営を行います。また、技術面、経理面の両側面から専門的知識

を有した職員の育成を図ります。 

 

＜施策１＞：水洗化人口の向上           

令和３年度末の水洗化率は、94％に達し、施設整備の観点からは「未普及整備」から

「計画的維持管理」の時代へ移行していますが、まだ未接続の世帯が一定数あることか

ら、継続的に普及啓発活動を実施することで、水洗化人口の向上を図り、経営の健全化

を図ります。 

 

＜施策２＞：投資・財政計画に基づいた安定した下水道事業の運営           

本戦略で改定した「投資・財政計画」について、予算編成時及び決算期において、随

時計画と実績の乖離を検証するとともに、各種財務諸表を活用し、財政状況の的確な把

握に努め、安定した事業経営を図ります。 

 

＜施策３＞：専門的知識を有した人材の育成           

今後も「投資・財政計画」に基づき、施設や管路の更新を着実に進めるとともに、日

常の施設管理を適切に行い、施設の長寿命化を図ることが必要であり、このような専門

分野に対応できる技術職員の育成・確保と公営企業会計の適切な事務処理に必要な知識

を有した職員の育成に努めます。 

 

【経営目標値】 

 

経営指標 
基準値 

（令和３年度） 

目標値 

（令和 14年度） 

水洗化率 94.43％ 99.07％ 

経常収支比率 111.24％ 112.36％ 

経費回収率 99.80％ 100.00％ 

基本方針１ 
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「計画的な施設整備の推進」 

 下水道処理施設が安定して操業できるよう、計画的に長寿命化対策事業や耐震化事業

を進めるとともに、下水道処理施設の統廃合事業を推進することで、施設の効率的な運

営と維持管理経費の削減を図ります。 

 

＜施策１＞：統廃合事業の推進による効率的な施設運営の推進           

人口減少や社会情勢の変化を踏まえ、「新たな下水処理計画」に基づき、農業集落排

水施設など全８施設を廃止し、計画的に公共下水道処理施設へ統合を進めることで、施

設を効率的に運営し、維持管理費の削減を図ります。 

 

＜施策２＞：計画的な投資による施設・設備の長寿命化対策の実施           

「東御市下水道ストックマネジメント計画」等に基づき、東部浄化センター、川久保

浄化センター、各処理場及び管路施設を計画的に改築・更新することで、下水道施設等

の機能停止を未然に防止し、安定した操業とランニングコストの縮減を図ります。 

 

＜施策３＞：耐震化事業による機能保全対策の実施           

災害時に市民生活に多大な影響が出ないよう、下水道機能を確保するため、下水道施

設の耐震化事業を実施し、いかなる時も下水道機能が確保できる体制整備を進めます。 

 

【経営目標値】 

  

経営指標 
基準値 

（令和３年度） 

目標値 

（令和 14年度） 

施設利用率 74.92％ 80％以上 

有形固定資産減価償却率 33.06％ 70％以下 

基本方針２ 
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５ 投資・財政計画 

（１）投資・財政計画 

（公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業） 

 24ページ以降に投資・財政計画を示します。最初に下水道事業合算の計画を掲載し、

それ以降に各セグメント別の計画を掲載します。 

 

（２）投資・財政計画の策定にあたっての説明 

 ①投資について 

施設整備は概ね完了しており、今後は統廃合事業及び現施設の改築更新が主な事業と

なります。 

統廃合事業については、「新たな下水処理計画」に基づき農業集落排水を公共下水道

へ編入する管路接続事業を実施してきており、引き続き令和６年度まで東部区域の接続

事業を予定しています。 

公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業の施設については、今後も長期にわ

たり使用を継続するため、令和２年度に策定した施設の長寿命化（ストックマネジメン

ト）計画に基づき改築・更新工事を見込んでいます。 

管路については、耐用年数を経過したものはありませんが、不明水が多く発生してお

り、対策の必要があることから、統廃合事業及び処理場施設の長寿命化対策工事の実施

後に管更生工事を見込んでいます。 

 

 ②財源について 

ア 収益的収入について 

 使用料の算出については、水洗化人口の予測値に一人当たりの単価を掛け合わせてい

ます。水洗化人口は過去 10 年の対前年増減率により推計を行い、一人当たりの使用料

単価については過去３年間の実績を基にしています。 

 水洗化率は上昇が見込まれますが、人口の減少に伴い水洗化人口は減少し、使用料収

入も減少していく見込みです。 

 他会計繰入金は、総務省が定める繰出し基準に基づく基準内繰入を見込んでいます。

支払利息が減少していく一方で、減価償却費の増加が見込まれるため、ほぼ一定の金額

で推移していきます。 

 

イ 資本的収入について 

 国庫補助金について、国土交通省の「社会資本整備総合交付金事業」の活用を予定し

ている事業に対し、事業費の 50％を見込んでいます。 
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 企業債については、建設改良に対する企業債と資本費平準化債を見込んでいます。建

設改良に対する企業債については、対象事業費から国庫補助金を差し引いた額の 70％

を見込んでいます。資本費平準化債は元金償還相当額と減価償却相当額の差額に対して

発行が認められている地方債であり、令和５年度から令和７年度までに合わせて３億円

の発行を予定しています。 

 基準外繰入である他会計出資金については、償還元金の減少に伴い減少傾向を見込ん

でいます。 

  

（３）投資・財政計画のポイント 

 ①収益的収支について 

  収益的収支については、今後 10年間は各年黒字となることが予測され、当年度純

利益は１億円以上をキープする見込みです。 
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 ②資本的収支について 

  資本的収支については、企業債償還金の減少に伴い、資本的支出は減少していく見

込みになっています。 

  各年、収支不足となりますが、損益勘定留保資金等により不足分を補てんできる見

込みであり、その残高についても充分に確保できる見通しとなっています。 

 

 

③企業債償還金と残高について 

企業債償還金は、毎年減少し、令和３年度に約９億円償還していたものが、令和 14

年度には約 1.3億円となる見込みです。また毎年借り入れる額と償還する額のバラン

スに配慮することで、企業債の残高は減少し、令和３年度に約 57億円あった残高は、

令和 14年度には約 12億円となる見込みです。 
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（４）投資・財政計画に未反映の取組や今後予定の取組概要 

 ①広域化・共同化・最適化に関する事項 

「新たな下水処理計画」に基づき、市内 17 の下水道処理施設を５施設に統廃合する

ことで、施設の効率的な運営と維持管理費の削減を図ります。 

 計画の認可後、平成 31 年４月から農業集落排水施設から公共下水道施設への切り替

えを開始し、令和４年度までに別府、滋野、金井、和南部、田沢処理場の統廃合が完了

しました。今後も下表のとおり計画的に統廃合事業の推進を行っていきます。 

 

 ②民間活力の活用に関する事項 

 包括的民間委託は、平成 22年 12月から上下水道料金等取扱業務委託として、窓口業

務、収納業務、滞納整理業務などを委託していますが、令和６年度の更新期に併せて、

排水設備工事関連の窓口業務、申請確認業務、許認可事務なども民間委託として拡充す

ることを検討しています。 

 これにより、下水道事業運営の効率化を図るとともに職員の異動及び退職等によるサ

ービスの低下を抑制し、専門性の高い業務・知識が継承されることにより、事業の安定

化を図ることが期待できます。 

 

（令和５年３月末現在）

区域 番号 地区名 切替（予定）年月 現状 将来計画

1 東 部 －

3 金 井 令和３年４月

4 田 沢 令和４年９月

5 新 屋 令和５年４月

6 東 上 田 令和６年４月

7 別 府 平成31年４月

8 滋 野 令和２年４月

9 和 南 部 令和３年４月

13 寺 坂 令和７年４月 コミュニティプラント

2 北 御 牧 － 特定環境保全公共下水道

16 常 満 令和９年４月

17 玉 の 井 令和11年４月

10 八 重 原 －

11 下 八 重 原 －

12 羽 毛 山 －

14 山 崎 令和10年４月

15 白 樺 池 令和11年４月

農業集落排水

農業集落排水

コミュニティプラント

※玉の井地区については、鹿曲川（宮玉の井橋）を横断するための接続工事費用が膨大となる見込みのた
め、施設はそのままとし、東御市下水道全体計画の変更と変更事業認可により、特定環境保全公共下水道
に編入することのみで検討をする。

東
部
区
域

公共下水道

北
御
牧
区
域

公共下水道

農業集落排水

公共下水道

特定環境保全公共下水道
大型合併処理浄化槽
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③使用料の見直しに関する事項 

 本戦略の計画期間においては、汚水処理費（維持管理費及び資本費）を使用料収入及

び基準内繰入により賄うことができ、毎年度一定以上の純利益が確保できる見込みです。 

また、元利償還金の減少に伴い損益勘定留保資金残高が増加し、将来の更新投資の財

源を確保できる見込みです。よって計画期間内においては、使用料の改定は行わない方

針としています。 

ただし、社会情勢等の急激な変化により投資・財政計画の見直しが必要になった場合

には、使用料の見直しについて再度検討を行います。 

なお、総務省が「経営戦略策定・改定マニュアル」内に示す原価計算表は、参考資料

に掲載します。 

 

④施設の有効活用に関する事項 

 ①広域化・共同化・最適化に関する事項に記載のとおり、農業集落排水から公共下水

道への接続を実施してきておりますが、その際、廃止となった旧農業集落排水事業の処

理施設については、災害用の備蓄庫として活用をしています。 

 また、省エネルギー脱炭素社会に向けた取り組みとして、他部署と連携を図りながら

処理施設へのソーラーパネル設置等について、費用対効果を考慮しながら検討を行って

いきます。 
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６ 経営戦略の事後検証、更新等 

（１）経営目標値の検証及び見直し 

持続可能で安定した下水道事業を運営するため、本戦略で掲げた経営目標の達成度や

事業の進捗状況を定期的に評価・検証し、実施手法の改善や計画の見直し等に反映させ

る進捗管理が必要です。 

進捗管理は毎年度、Ｐｌａｎ（計画）、Ｄｏ（実施）、Ｃｈｅｃｋ（評価・検証）、Ａｃ

ｔｉｏｎ（改善）、そして再度Ｐｌａｎに戻るというＰＤＣＡサイクルの一連の流れに

より適切に行います。 

また、毎年の評価結果を上下水道事業運営審議会に諮り、ご意見を賜るとともに、そ

の結果についてホームページなどで公表することで、下水道事業の経営状況を広く周知

し、住民の理解向上を図ります。 

 

（２）経営戦略の更新 

 本戦略の投資・財政計画に物価上昇等の情勢変化を的確に反映させるため、令和９年

度に経営戦略を見直す予定とし、その後も５年毎の改定を予定していきます。 

投資・財政計画の更新等にあたっては、計画値と実績値の乖離を検証するとともに、

「収支ギャップ」が生じた場合は、その解消に向けた取り組みについても、検証を行い

ます。 

 また、経済、社会情勢の急激な変化により、著しく現状とかけ離れる場合には、経営

戦略全体を随時見直すこととします。 

  

 

Plan
（計画）

Do
（実施）

Check
（評価・検証）

Action
（改善）

経営戦略

進捗管理

東御市上下水道運営審議会

公
表

報告 ご意見

市民
（お客様）
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4
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4
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)

(A
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(B
)

(L
)

(M
)

3
5
6
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0

3
4
8
,8

7
5

3
5
9
,8

0
1

3
7
6
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0
7

3
7
5
,0

6
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4
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2
2

3
7
3
,1

7
9
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7
2
,2

3
6

3
7
1
,2

9
3

3
7
0
,3

5
0

3
6
9
,4

1
1

3
6
8
,4

8
6

(N
)

(O
)

(P
)

3
5
6
,7

2
0

3
4
8
,8

7
5

3
5
9
,8

0
1

3
7
6
,0

0
7

3
7
5
,0

6
6

3
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4
,1

2
2

3
7
3
,1
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9

3
7
2
,2

3
6

3
7
1
,2

9
3

3
7
0
,3

5
0

3
6
9
,4

1
1

3
6
8
,4

8
6

投
資

・
財

政
計

画
（
公

共
）

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

1
7

条
に

よ
り

算
定

し
た

事
業

の
規

模

健
全

化
法

第
2
2

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N

）
/
（
P
）
×

1
0
0
)

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
5

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(A

)-
(B

)

地
方

財
政

法
に

よ
る

資
金

不
足

の
比

率
(（

L
）
/
（
M

）
×

1
0
0
)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

う
ち

建
設

改
良

費
分

う
ち

一
時

借
入

金
う

ち
未

払
金

累
積

欠
損

金
比

率
（

×
1
0
0

）

流
動

負
債

支
出

計
経

常
損

益
(C

)-
(D

)

特
別

利
益

特
別

損
失

特
別

損
益

(F
)-

(G
)

収 益 的 収 支 当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
(E

)+
(H

)

繰
越

利
益

剰
余

金
又

は
累

積
欠

損
金

流
動

資
産

う
ち

未
収

金

収 益 的 収 入

材
料

費

収 益 的 支 出

営
業

費
用

職
員

給
与

費
基

本
給

退
職

給
付

費
そ

の
他

経
費

動
力

費
修

繕
費

支
払

利
息

補
助

金
他

会
計

補
助

金
そ

の
他

補
助

金
長

期
前

受
金

戻
入

そ
の

他

収
入

計
そ

の
他

そ
の

他
減

価
償

却
費

営
業

外
費

用

令
和

6
年

度
令

和
1
1
年

度
令

和
1
2
年

度
令

和
1
3
年

度
令

和
1
4
年

度
令

和
7
年

度
令

和
8
年

度
令

和
9
年

度
令

和
1
0
年

度

営
業

外
収

益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

そ
の

他

令
和

5
年

度

営
業

収
益
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収
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う
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基
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内
繰

入
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資
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収

支
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令
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7
年

度
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8
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度
令
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9
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度
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和
1
0
年

度
令

和
1
1
年

度
令

和
1
2
年

度
令

和
6
年

度
令

和
5
年

度

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計

令
和

1
3
年

度

資 本 的 収 支 補
塡

財
源

不
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額
(E

)-
(F
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他
会

計
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入
金

残
高

企
業

債
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資
本

的
収

入
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が
資

本
的

支
出
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不
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す
る
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(D

)-
(C
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損
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勘
定

留
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資
金

利
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剰
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金
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額

繰
越

工
事

資
金

そ
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計

(A
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う
ち
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度
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繰
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れ
る

支
出

の
財

源
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当
額

純
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(A
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(B
)

資 本 的 支 出

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

企
業

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

資 本 的 収 入

そ
の

他

計

他
会

計
借

入
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国
（

都
道

府
県
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補

助
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固
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資
産
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却

代
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工
事

負
担
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計
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の
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令
和

1
1
年

度
令
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1
2
年

度
令
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1
3
年

度

他
会

計
負

担
金

令
和

1
4
年

度

企
業

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

令
和

5
年

度
令

和
6
年

度
令

和
7
年

度
令

和
8
年

度
令

和
9
年

度
令

和
1
0
年

度
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供用開始年月日（公共） 平 成 ３ 年 ３ 月 25 日

処理区域内人口（合算） 26,759人

計算期間
自 令 和 ５ 年 ４ 月
至 令 和 ９ 年 ３ 月

（４年間）

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

422,725 417,329 417,329

0 0 0

10,441 2,550 2,550

433,166 419,879 0 419,879

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

0 0 0 0

諸 手 当 0 0 0 0

福 利 費 0 0 0 0

9,736 6,336 0 6,336

0 0 0 0

0 0 0 0

13,067 12,224 0 12,224

7,859 8,475 0 8,475

30,662 27,035 0 27,035

給 料 0 0 0 0

諸 手 当 0 0 0 0

福 利 費 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

給 料 0 0 0 0

諸 手 当 0 0 0 0

福 利 費 0 0 0 0

37,458 33,285 0 33,285

7,728 7,666 0 7,666

0 0 0 0

0 0 0 0

134,086 106,459 0 106,459

5,472 3,985 0 3,985

184,744 151,395 0 151,395

給 料 26,469 26,487 0 26,487

諸 手 当 12,322 14,878 0 14,878

福 利 費 12,028 12,570 0 12,570

0 0 0 0

28,783 34,027 0 34,027

5,749 6,076 0 6,076

85,351 94,038 0 94,038

130,567 70,520 70,520 0

732,480 785,376 785,376 0

0 0 0 0

863,047 855,896 855,896 0

1,163,804 1,128,364 855,896 272,468

55,207

327,675

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 127.36

＜使用料水準についての説明＞

金　　　　　　　　額

金　　　　　　　　額

収　入　の　部

支　　出　　の　　部

項 目

受 託 工 事 収 益

そ の 他

合 計

原価計算表（合算）

項 目

使 用 料 (X)

路 面 復 旧 費

委 託 料

そ の 他

小 計

ポ
ン
プ
場
費

管
渠
費

人
件
費

給 料

そ の 他

修 繕 費

材 料 費

修 繕 費

材 料 費

薬 品 費

減 価 償 却 費

そ の 他

委 託 料

人
件
費

動 力 費

人
件
費

小 計

人
件
費

そ の 他

委 託 料

動 力 費

修 繕 費

材 料 費

１　投資・財政計画計上額（Ａ）欄は、直近の料金算定期間内における平均値を記載すること。
２　起債償還額が減価償却額を超えるときは、当分の間、その差額を一般管理費のその他の欄に記載して差し支えないこと。
３　資産維持費は、将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化（耐震化等）等により増大することが見込まれる場合に、使
用者負担の期間的公平等を確保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継続していくために必要な費用（増大分に係るもの）を、適正かつ
効率的、効果的な中長期の改築（更新）計画に基づいて算定し、計上するもの。そのため、資産維持費（Ｚ）欄は、「下水道使用料算定の基本的
考え方（2016年度版）」（公益社団法人日本下水道協会）を参考に、所有している資産の規模、経営環境等の実情に応じ、料金算定に適切に反
映すべき費用を記載すること。

一

 

般

 

管

 

理

 

費

薬 品 費

小 計

流域下水道管理運営費負担金

委 託 料

　計算期間（令和５年度～令和８年度）における使用料対象経費に対する下水道使用料の割合は127.36％となり、本戦略では使用料で賄うべき
経費以上の使用料収入を見込んでいます。
　よって、本戦略の計画期間においては、使用料の改定は行わない方針としていますが、実績が本戦略の計画値と著しく乖離した場合などは都
度検討を行う予定です。
　また、５年に一度、経営戦略の見直しを行う際に併せて原価計算表による使用料水準の検討も引き続き行っていく予定です。

小 計

合 計 (Y)

資 産 維 持 費 （ Z ）

使 用 料 対 象 経 費 （ Y ） ＋ （ Z ）

小 計

企 業 債 取 扱 諸 費

資
本
費

支 払 利 息

処
理
場
費



（１）　水道事業について

　１)　事業の概要 　③　水道施設の更新状況

　①　市内の水道事業

　②　東御市水道事業の主な水道施設

　③　東御市水道事業の施設概要

　２）　業務の概要
　①　業務量の状況（令和４年３月31日現在）

　②　防災対策の状況

東御市の水道事業は、市が直接運営する「東

御市上水道」と「佐久水道企業団」、「小諸市

上水道」の３つの事業体により行われています。

【給水区域内人口／令和4年3月31日現在】

〇東御市水道事業 （27,196人）

〇佐久企業団水道事業 （ 1,593人）

〇小諸市上水道事業 （ 816人）

水道事業は、水源、配水池、浄水池、配水管、給水管などの水道施設を利用して水を供給しています。

東御市の水源は30箇所、その水を貯めるための配水池等が市内に38箇所あります。また、水を供給す

るための管路が約350㎞あります。

〇東御市水道事業の給水人口は、27,151人

〇年間の配水量は、3,467,098㎥

水道事業では、古くなった水道施設を計画的に更新をしています。

現在は、古い石綿管の布設替えや配水池などを少しでも長く使用するための改修工事、安定的な水

を確保するための水源ポンプなどの更新を中心に実施しています。

令和３年度の主な事業

〇石綿管布設替事業

①奈良原第２水源送水管布設替工事

奈良原区にある奈良原第２水源の送水管（Ｌ＝９９ｍ）を水道配水用ポリエチレン管へ布設

替えを実施。

②西入中尾水源送水源布設替工事

西入区にある中尾水源の送水管（Ｌ＝１４４ｍ）をダクタイル鋳鉄管へ布設替えを実施。

③田沢配水管布設替工事

田沢区において、配水管（Ｌ＝４５ｍ）をダクタイル鋳鉄管へ布設替えを実施。

※石綿管残延長 令和３年度末 ２５１ｍ

〇水道施設長寿命化事業

①集中監視システム更新工事

配水池の水位や各種ポンプ稼働状況などを監視するシステムのうち、八重原地区のシステム

が老朽化及び使用回線の通信サービス終了に伴い、東部地区監視システムへ統合。

〇給水安定化事業

水道水の安定供給のため、次のとおり老朽管の布設替えや新設を実施。

①常田 市道田中１３７号線配水管布設替工事

②白鳥台 配水管緊急布設替工事

③新張 減圧槽設置工事

④加沢 県道東部望月線配水管布設工事

⑤片羽 配水管布設工事

〇ポンプ等機械設備の更新

深井戸ポンプ、送水ポンプや制御盤などの老朽化や能力低下により、機器の更新を実施。

①上八重原水源深井戸ポンプ緊急交換工事

②出場第２水源深井戸ポンプ緊急交換工事

③出場第１水源深井戸ポンプ緊急交換工事（仮設ポンプを設置）

緊急事態の備え

・給水車１台を所有。

・隣接市との応援支援協定締結、民間委託業者との応援協定の締結。

・拠点となる配水池に、可動式の発電機を設置。

・非常用給水袋（６ℓ）を６００袋を常備。

資料２



令和４年度の主な事業

〇石綿管布設替事業

①横堰 奈良原合流井配水池排泥管布設替工事（Ｌ＝５０ｍ）

※令和４年度事業完了

※残延長のうち、１６２ｍは調査の結果、布設替不要

※残延長のうち、３９ｍは今後の配水池改修に合わせて布設替実施予定

〇水道施設長寿命化事業

①水道施設整備計画策定

石綿管布設替事業の完了を踏まえ、老朽化している水道施設の更新を検討し、水道事業

の経営状況を勘案しながら、令和５年度以降の計画を立案します。

〇給水区域安定化事業

①八重原地区

濁り水の発生しやすい管路について、配水用ポリエチレン管に布設替えし、安定供給を図ります。

②片羽地区

安定給水するため、国道の歩道に水道本管を新設します。

③新屋地区

老朽化した配水管を、下水道工事に合わせて布設替えします。

〇ポンプ等機械設備の更新

①出場第１水源取水ポンプ

②赤岩水源取水ポンプ

③八重原水源送水ポンプ修繕



 

（２）下水道事業について 

１）水洗化状況等（令和４年３月３１日現在） 

①公共下水道区域２地区 

地区（事業）名 計画人口 区域内人口 水洗化人口 水洗化率 

東部地区（公共下水道） 16,010 21,249 20,201 95.1% 

北御牧地区（特定環境保全公共下水道） 1,440 1,364 1,195 87.6% 

計 17,450 22,613 21,396 94.6% 

②農業集落排水 10 地区（７地区は公共下水道へ編入済み） 

地区名 計画人口 区域内人口 水洗化人口 水洗化率 

金井地区（公共：金井処理区） 480 - - - 

田沢地区（R4.9.15 に公共管渠切替済） 590 576 574 99.7% 

新屋地区（R5.4.1 に公共管渠切替予定） 710 730 710 97.3% 

東上田地区（R6.4.1 に公共管渠切替予定） 1,020 1,081 1,033 95.6% 

別府地区（公共：滋野北地区） 1,300 - - - 

滋野地区（公共：滋野東地区） 960 - - - 

和南部地区（公共：和南部処理区） 1,220 - - - 

八重原地区 790 799 740 92.6% 

下八重原地区 610 614 492 80.1% 

羽毛山地区 350 346 324 93.6% 

計 8,030 4,146 3,873 93.4% 

③コミュニティープラント３地区、大型合併処理浄化槽２地区（寺坂コミプラは公共下水道へ編入済み） 

地区名 計画人口 区域内人口 水洗化人口 水洗化率 

寺坂コミュニティープラント 

（R7.4.1 に公共管渠切替予定） 
230 288 288 100% 

山崎コミュニティープラント 100 106 104 98.1% 

白樺池コミュニティープラント 90 111 108 97.3% 

常満大型合併浄化槽 500 111 111 100% 

玉の井大型合併浄化槽 50 17 4 23.5% 

計 970 633 615 97.2% 

水洗化累計 

地区数 計画人口 区域内人口 水洗化人口 水洗化率 

下水道 17 地区（①+②+③） 26,450 27,392 25,884 94.5% 

※水洗化率は、令和 2年度（令和 3年 3月 31日）対比で、0.6％の増となりました。 

※別府、滋野、和南部、金井の４地区については公共下水道区域へ編入され、汚水処理は東部浄化センタ

ーで処理しているため東部地区（公共下水道）として計上しています。（令和 4年 3月 31日現在） 

   ※田沢、新屋、東上田、寺坂の４地区については、公共下水道区域へ編入されましたが、汚水処理は現有

施設で処理しているため農業集落排水及びコミュニティ・プラント地区として計上しています。（令和 4

年 3月 31日現在） 

 

 

２）現在進めている主な事業 

 

①  新たな下水処理計画（農業集落排水統廃合事業） 

平成 28 年度に策定した新たな下水処理計画に基づき、農業集落排水を公共下水道へ編入する統廃

合事業を進めています。 

令和 3年度につきましては、田沢処理区の接続工事を完了いたしました。 

田沢処理区の公共下水道への切替えについては、令和 3 年 8 月の長雨により雨水が異常流入した

影響で、切替え後の下流域である西海野区内において、汚水がマンホールから溢水する事象が発生し

たため、対策として栗林南（下大川交差点西：ＪＡ信州うえだ和ぶどう集荷場付近）において、本管

のルートを変更するためのバイパス管渠工事が完了してから実施する予定となっていました。令和 4

年 9月にバイパス管渠工事は完了し、現在、田沢地区全域と栗林地区・大川地区の一部の汚水は西海

野区内の下水道管渠を通過しない系統に切り替えています。 

令和 4年度につきましては、新屋処理区の接続工事を実施しており、引き続き、計画どおりの事業

進捗を図ってまいります。 

 

②  下水道施設長寿命化事業 

老朽化した下水道施設の改築・更新を行う長寿命化事業に取り組んでいます。 

・東部浄化センター再構築実施設計及び工事 

令和 3年度から令和 4年度にかけて、受変電設備等の改築更新工事を進めています。 

  

③ 東部湯の丸サービスエリア 公共下水道接続事業 

   現在、東部湯の丸サービスエリアの汚水処理については、合併処理浄化槽であり「東日本高速道 

路㈱」との協議を経て、公共下水道へ接続する運びとなりました。令和 3年度に基本設計、令和 4年 

度に実施設計を行い、令和 5年度から令和 6年度にかけて接続工事を実施する予定です。 

尚、年間下水道使用料収入見込みは約 10,000千円程度です。 

資料３ 



接続工事実施箇所

次期接続工事箇所

接続工事完了箇所

接続工事計画箇所

編入年度(予定)は、都市計画法及び下水道法の認可後に編入する年度です。
新たな区域への接続工事及び東部浄化センター改修は、国の補助を受けながら順次行ってまいります。

新たな下水処理計画

小型合併処理浄化槽の状況

下水道区域（色塗り部）以外は浄化槽区域と

して小型合併処理浄化槽による生活排水処理の

推進を図っています。【所管部署：生活環境課

環境対策係】

令和４年3月末現在、785世帯で浄化槽によ

り生活排水の処理が行われています。

平成28年度から着手した「新たな下水処理計

画」の進捗状況については、令和2年4月1日時

点で東部地区全て（8地区）が公共下水道区域へ

の編入手続きが完了しました。

既に、別府・滋野・金井・和南部・田沢地区の

接続工事が完了し、東部浄化センターでの処理と

なっています。尚、令和3年度において、田沢地

区の接続工事が完了しましたが、汚水流下系統の

分散化(下流域での汚水溢水防止対策)を図るため、

栗林南地区のバイパス管渠工事を今年度実施し、

切替えが完了ております。

令和4年度には、新屋地区の接続工事を行い、

残る東上田・寺坂の２地区についても順次進めて

いく予定です。

H31公共接続開始

R1公共接続開始

R2公共接続開始

R2公共接続開始

現在、東部湯の丸サービスエリア（以下【SA】）の汚水処理については、単独合併処理浄化槽であり

「東日本高速道路㈱」との協議を経て、公共下水道（東部地区）へ接続する運びとなりました。

令和2年度において、下水道法に基づいた計画変更認可事務手続きが完了しております。令和3年度にお

いて基本設計（地質ボーリング調査等）を実施しました。今後、令和4年度に実施設計、令和5年度に第1

期工事として、下流既存本管（コメリ南側）から高速道路下り線料金所（管理棟）までの工事を進め、令和

6年度に第2期工事として、東部湯の丸SA（上り）既存浄化槽までの工事を実施予定です。尚、公共下水道

へ接続されると、下水道年間使用料約10,000千円程度が確保され、経営基盤の更なる安定化が図れる見込

みです。
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SA

R6接続工事(予定)

R4接続工事(実施中)

R5接続工事(予定)

R4栗林南

バイパス管渠工事

下水道施設一覧表
番号 編入年度(予定) 現状区域

1 - 公共下水道

地区名

東　　部

新たな区域

金　　井

和 南 部

現公共区域

現公共区域

7 平成28年度

3 平成30年度

4 平成30年度

5

田　　沢

新　　屋

東 上 田

別　　府

コミュニティ・プラント２地区を令和７年度
から令和８年度で下八重原へ編入（予定）

14 令和７年度
コミュニティ・プラント

15

農業集落排水

公共下水道

令和８年度

-

農業集落排水11 -

12 -

下八重原

羽 毛 山

山　　崎

白 樺 池

寺　　坂13 令和２年度 コミュニティ・プラント

2

農業集落排水７地区とコミュニティ・プラン
ト１地区を平成28年度から令和２年度までに
順次編入し、令和７年度までに接続（予定）
※別府・滋野・和南部・金井・田沢の５地区
は編入済

16 令和８年度
大型合併処理浄化槽

17 令和９年度玉 の 井

八 重 原

特定環境保全公共下水道
大型合併処理浄化槽２地区を令和８年度から
令和９年度で編入（予定）

農業集落排水

- 特定環境保全公共下水道

10

北 御 牧

常　　満

滋　　野

令和２年度

6 令和２年度

8 平成28年度

9 平成28年度

R4.9公共接続開始







行政

直
営
業
務

個
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託

料金等取扱業務まで

⑧給水停止業務
⑦滞納整理業務
⑥漏水減免業務
⑤開閉栓・精算業務
④収納業務
③調定業務
②検針業務
①窓口業務

１期／準備含む H22～H25

２期 H26～H30

維持管理等業務まで

⑧補助業務（事務支援）
⑦連携業務（緊急対応）
⑥量水器交換修繕業務
⑤漏水調査・除草等業務
④水質検査業務
③施設巡回点検業務
②監視システム管理業務
①給水申請窓口業務

⑤補助業務（事務支援）
④連携業務（緊急対応）
③下水管等埋設状況確認事務
②排水設備台帳整理業務
①排水設備工事申請等窓口業務

⑧給水停止業務
⑦滞納整理業務
⑥漏水減免業務
⑤開閉栓・精算業務
④収納業務
③調定業務
②検針業務
①窓口業務

３期

H31～R5

個別委託

R2.12～R4（単年度契約）

2 現状

① 費用の抑制及び資金確保による、経営の安定化。
② 専門性の高い業務・知識の継承対策による、事業の安定化。
③ 民間委託の更なる推進及び広域化等の変化に備えた運営体制の
確立。

①体制イメージ図

 上下水道料金等取扱業務委託の次期委託について 資料５

1

1 目的

3 検証

①収納率

会計 H23年度 R３年度 増減

1 水道料金 99.48％ 99.90％ 0.42

2 公共下水道使用料 99.52％ 99.88％ 0.36

3 特定環境保全公共下水道使用料 98.82％ 98.83％ 0.01

4 農業集落排水施設使用料 99.29％ 99.77％ 0.48

5 コミプラ・合併浄化槽使用料 98.45％ 98.49％ 0.04

合計 99.47％ 99.88％ 0.41

上下水道料金収納率の上昇

②経費削減効果

項目 直営 民間委託

年度 H29・30 H31 R2以降

民間拡充業務 25,000 35,520 35,520

職
員

拡充に係る
職員

２名 １名 ０名

人件費 14,748 6,740 0

合計 39,748 42,260 35,520

H29年度比差額 ＋2,512 ▲4,228

５年間総額（H31～R5）
14,400千円（2,880千円／年）の経費削減

（単位：千円）※収納率は各年度末時点
※H23年度は料金センター開所初年度

包括民間委託から10年経過しますが、

●民間委託の拡充と併せて、計画的な職員の削減により経常経費の削減が図られました。

●給水停止の画一的な実施、徴収業務の早期接触などの対策により、上下水道料金の収納率も年々向上しています。

●水道施設管理業務は、職員が兼務で対応していた部門を専門的知識を有した委託業者が対応することで、迅速化が図られ、
住民サービスの向上に寄与しています。

●民間委託の拡充により、職員の異動等によるサービス低下を抑制するとともに、民間業者に継続的に委託することで、専門
性の高い業務の技術や知識の継承対策を講じることができ、事業の安定化を図ることが期待できます。 

④まとめ

4 次期包括民間委託

【水道】
 水道緊急対応（拡大）

①次期委託の変更検討項目

【下水道】
 排水設備に関する業務
 （個別委託から統合）

【業務】
 収納消込業務の事務支援
 （拡大）

【全般】
 その他、委託項目の精査

日付 内容

R4.9.30 東御市上下水道事業運営審議会 （【報告】上下水道料金等取扱業務委託の次期委託について）

R4.11 R5年度予算要求

R5.3.3 東御市上下水道事業運営審議会 （【報告】包括民間委託について）

R5.3 3月議会 予算議案上程 債務負担行為の設定

R5.4～9 契約事務

R5.10～R6.3 業務引継期間

R6.4.1 次期包括民間委託業務の開始

②次期包括民間委託スケジュール（案）


